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議案第４３号 

 

日出町国民健康保険条例の一部改正について 

 

日出町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和 元 年 ９ 月 ３ 日 提 出 

 

                 日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

日出町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

日出町国民健康保険条例（昭和３５年日出町条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条を次のように改める。 

（被保険者としない者） 

第４条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により児童福祉施設

に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に

委託されている児童であって、民法（明治２９年法律第８９号）の規定によ

る扶養義務者のない者は、被保険者としない。 

第６条第２項中「。以下「高齢者医療確保法」という。」を削る。 

 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

理  由 
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 国民健康保険法に基づき、被保険者の適用除外とする者について、条例で定

めたいので提出する。 


